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新紙幣が発行されても、旧紙幣が使えなくなること

はありません。

旧紙幣が使えなくなるとウソをつき、新紙幣との交

換名目でだまし取るサギが発生するおそれがあります。

これからも

旧紙幣使えます！
新紙幣発行に便乗した詐欺に注意

× 新紙幣が発行されたので、旧紙
幣は使えなくなる


